
換価の猶予申請書　記載例（この申請書は、猶予を受けようとする徴収金の納期限から6月以内に提出してください。）

この申請書には、次の書類を添付してください。
①猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

・財産収支状況書

②猶予を受けようとする金額が100万円超の場合

・財産目録

・収支の明細書

また、②のうち猶予を受けようとする期間が3月を超える場合は、担保提供書（第11号様式）もあわせて提出してください。

「納付（納入）すべき徴収金」欄について
申請をするときに、未納となっている県税をすべて記載してください。

「延滞金」欄については、本税の金額を納付していないときは、「要する」と記載してください。

「納付（納入）すべき徴収金のうち、換価の猶予を受けようとする金額」欄について
「納付（納入）すべき徴収金」で計算した合計額から、『財産収支状況書』の「１ 現在納付可能資金額」欄の「現在納付可能資金額」、

または『財産目録』の「６ 現在納付可能資金額」欄の「③現在納付可能資金額」を引いた額を記載してください。。

「換価の猶予を受けようとする期間」欄について
・期間の開始日は、申請日を記載してください。ただし、納付すべき県税の納期限以前に申請書を提出する場合には、納付すべき

県税の納期限の翌日が期間の開始日となります。

・期間の終了日は、「分割納付（納入）の計画」欄の最後の納付日を記載します。

「分割納付（納入）の計画」欄について
この欄には、『財産収支状況書』の「３ 分割納付計画」欄、または『収支の明細書』の「６ 分割納付年月日及び分割納付金額」欄から転記してください。

「担保」欄について
猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予を受ける期間が3か月を超える場合には原則として担保の提供が必要となります。

担保の有無にチェックをし、「担保財産の詳細又は担保を提供できない特別の事情」欄を必要に応じて記載してください。


